
【働く人の視点に立った課題】
民間企業における一人当たりの教育訓練費は、
漸減傾向。
・企業の教育訓練費の推移
1,670円／人・月（1991年）→1,038円／人・月（2011
年）

社会人の半数が、学び直しを希望。学び直し
やすくするための要望として、学費の負担へ
の支援、プログラムの充実などが挙げられて
いる。
・社会人学生（25歳以上の学士課程入学者） 2.5%（2016年）
（OECD平均16.7%（2014年））
・20歳以上の男女「学んだことがある、学んでみたい」49.4%
・社会人が学び直しやすくするための取組
「学費の負担などに対する経済的な支援」46.1%
「就職や資格取得などに役立つ社会人向けプログラムの拡充」
35.0%

「土日祝日や夜間における授業の充実」34.0%

育児等で離職した女性の方の学び直しと再就
職を支援するリカレント教育課程が注目され
ている。
• 「人は幾つからでも、どんな状況からでも、再出発できる。子育
ての経験をしたからこそ、今の職場で活かせることがたくさんあ
る。」（専業主婦からリカレント教育を経て再就職した女性）

• 「自分を見つめ直し、再就職の準備をする良い機会であった。主
婦が履歴書を書いて、自分で起業に提出しても、採用まで行かな
い。リカレント教育課程の中で、企業を紹介いただいて初めて再
就職できた。」（子育てをしながらの在宅ワークからリカレント
教育を経て再就職した女性）

＜働き方改革に関する総理と現場との意見交換会で寄せられた声
2016年12月８日＞

第４次産業革命により、IT・データ等の働き
手に必要なスキルが変化し、これに合わせた
スキルの獲得が必要。
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年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度以降

指標

女性のリカレント課
程の講座数を増加さ
せる。

ＢＰ認定講座数（女
性活躍）を増加させ
る。

教育訓練給付金の受
給者数を増加させる。

年度

施策

項目７．女性・若者が活躍しやすい環境整備 及び 項目８．雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の充実

⑭ 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職業訓練などの充実（その１）

法案提出
施行準備

手続撤廃

女性のリカレン
ト教育の受講支
援

【教育訓練給付の拡充】<<人材投資の集中支援期間>>

女性のリカレント教育の受講促進

給付率・
上限額引
き上げ
受給可能
期間延長

【今後の対応の方向性】
個人、企業、政府による人材投資を抜本強化、集中投資を行う。子育て等により離職した女性のリカレン
ト教育や高度なITなど個人の主体的な学び直しを通じたキャリアアップ・再就職への支援を抜本的に拡充
する。あわせて、企業による教育訓練の実施拡大、長期の離職者訓練の拡充を図る。また、実践的な職業
教育を行う専門職大学を創設するとともに、体系的なキャリア教育を推進する。

【具体的な施策】
（女性のリカレント教育など個人の主体的な学び直し講座の受講支援）

• 雇用保険の専門実践教育訓練給付を拡充するため、2017年に法案を提出、2017年度中に施行する。
① 給付率 ６割→７割 上限額 年間48万円→56万円
② 受給可能期間 離職後４年以内→離職後10年以内（これまで離職後１か月以内に必要とされてい

た子育て中の受給期間の延長手続きを、2017年４月から撤廃）

（学び直し講座の充実・多様化）
• 子育て女性のためのリカレント教育やITなど就業者増が見込まれる分野の講座、土日・夜間講座を増
設するほか、完全ｅラーニング講座を新設するなど、講座の多様化、利便性の向上を図る。

• 高度なIT分野を中心に、今後求められる能力・スキルに係る教育訓練講座を経済産業大臣が認定する
制度を2017年度中に創設し、専門実践教育訓練給付の対象とすることを検討する。

• 非正規雇用労働者等を対象として、国家資格の取得等を目指し、正社員就職を実現する長期の離職者
訓練コースを新設、拡充する。

• 関係機関のサイトの連携を図り、学び直しに関する様々な情報を一括して閲覧できるサイトを構築す
る。

専門実践教育訓練給付
の対象講座数を倍増
（2,500→5,000）

非正規雇用労働者等を対
象とした正社員就職を目
指す長期の訓練の受講者
数を増加させる（2018年
度以降２万人）

学び直し情報サイト
の利用状況

専門実践教育訓練給付の対象講座の多様化、利便性の向上 施行状況に応じて見直し

基準の
策定

申請・認定 大臣認定講座の受講開始、産業界のニーズ発掘

正社員化実現コース（仮称）の拡充 施行状況に応じて見直し

サイトの構築、
ハローワーク等を通
じた掲載情報の周知

内容の見直し・改良 サイトの利用状況等を踏まえて更に見直し・改良を実施

学び直し講座
の充実・多様
化

【経済産業大臣認定制度の創設】

資料５－１
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年度

2026
年度

2027
年度以降

指標

大学におけるリカレ
ント課程を経て就職
した者の数を増加さ
せる。

マザーズハローワー
ク事業の利用者数を
増加させる。

高等学校普通科にお
ける生徒のインター
ンシップ参加率を上
昇させる。

専門職大学の開校状
況

年度

【具体的な施策】
（女性リカレント講座の増設等）

• 大学等の女性リカレント講座の全国展開を図るため、カリキュラムや就職支援の枠組みについて産業界や地方公共
団体等と連携してモデル開発を行い、その普及を図るとともに、講座開拓や職業実践力育成プログラム認定講座の
拡大を進める。また、子育て女性等がより受講しやすいよう短期プログラムの認定制度を創設し、これらの講座に
ついて教育訓練給付の対象とすることを検討する。

• 女性のリカレント教育において、インターンシップや企業実習といった企業連携プログラムの実施を推進する。ま
た、マザーズハローワークの拠点数を拡充するとともに、リカレント教育を行う大学との連携強化の取組をモデル
的に実施し、取組の全国展開を図る。

• リカレント教育の受講者が利用できる保育環境を整備するため、大学による企業主導型保育事業の活用や近隣保育
園等との連携を推進する。

• 託児サービス付き訓練や保育士や看護師の職場復帰を支援する訓練（ハロートレーニング）を充実する。

（企業による教育訓練の実施拡大）
• 先進企業の好事例を活用したオーダーメイド型訓練などにより、中小企業等の生産性向上に資する人材育成を支援
する。また、従業員のキャリア形成に関する先進的な事例の収集、表彰により経営トップの意識改革を図る。

（体系的なキャリア教育の推進と実践的な職業教育を行う専門職大学の創設など職業教育の充実）
• 実践的な職業能力を有する人材を育成するため、幼児期から高等教育に至るまで体系的なキャリア教育・職業教育
の充実を図る。また、将来の人材ニーズに対応した、今後の高等教育に関する将来構想について検討を行う。小学
校から高校まで一貫して活用できる児童生徒用教材と教師用指導資料を開発し、子供たち全員に普及するとともに、
起業体験や地域ビジネス創出等の活動のモデル構築や取組の支援を行う。

• 多様で効果的なインターンシップを推進するため、好事例の収集・普及、ガイドブックの作成などを行い更なる充
実を図る。

• 学校教育法を改正し、産業界と連携したカリキュラム開発や長期企業内実習、実務家教員の必置化により、実践的
な職業教育を行う専門職大学を創設するとともに、専門実践教育訓練給付の対象とすることを検討する。また、専
門職大学で活用されるためのモデルの作成を支援する。

項目７．女性・若者が活躍しやすい環境整備 及び 項目８．雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の充実

⑭ 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職業訓練などの充実（その２）

「グッドキャリア企業アワード」の普及・推進

企業による教育
訓練の実施拡大

新たな訓練システムによる中小企業等に対する人材育成支援
施行状況に応じて見直し

施策

<<人材投資の集中支援期間>>

【働く人の視点に立った課題】

民間企業における一人当たりの教育訓練費は、漸減
傾向。
・企業の教育訓練費の推移
1,670円／人・月（1991年）→1,038円／人・月（2011年）

社会人の半数が、学び直しを希望。学び直しやすく
するための要望として、学費の負担への支援、プロ
グラムの充実などが挙げられている。
・社会人学生（25歳以上の学士課程入学者） 2.5%（2016年）
（OECD平均16.7%（2014年））
・20歳以上の男女「学んだことがある、学んでみたい」49.4%
・社会人が学び直しやすくするための取組
「学費の負担などに対する経済的な支援」46.1%
「就職や資格取得などに役立つ社会人向けプログラムの拡充」35.0%
「土日祝日や夜間における授業の充実」34.0%

育児等で離職した女性の方の学び直しと再就職を支
援するリカレント教育課程が注目されている。

• 「人は幾つからでも、どんな状況からでも、再出発できる。子育て
の経験をしたからこそ、今の職場で活かせることがたくさんあ
る。」（専業主婦からリカレント教育を経て再就職した女性）

• 「自分を見つめ直し、再就職の準備をする良い機会であった。主婦
が履歴書を書いて、自分で起業に提出しても、採用まで行かない。
リカレント教育課程の中で、企業を紹介いただいて初めて再就職で
きた。」（子育てをしながらの在宅ワークからリカレント教育を経
て再就職した女性）

＜働き方改革に関する総理と現場との意見交換会で寄せられた声
2016年12月８日＞

第４次産業革命により、IT・データ等の働き手に必
要なスキルが変化し、これに合わせたスキルの獲得
が必要。

体系的なキャリ
ア教育の推進と
専門職大学の創
設など職業教育

の充実

起業体験活動等を行うモデルの構築・全国への普及

教材等作成に向けた調査研究の実施 全ての児童生徒に対して教材を配布
状況に応じて、必要な施策を実施する

学習指導要領改訂 新学習指導要領実施（幼18年度～、小20年度～、中21年度～、高22年度～）

施行状況に応じて見直し

学校教育法
改正法案提

出等
専門職大学の開設設置認可手続き

企業と連携したカリキュラム作成支援

職業実践力育成プログラム(BP)認定課程や
短期プログラムの認定講座の拡大

短期プログラム
認定制度の創設

女性リカレ
ント講座の
増設等

ガイドブックの作成などによるインターンシップの推進、マザーズ
ハローワーク等とリカレント教育を行う大学との連携強化 就労支援の更なる充実に向けた検討
マザーズハローワーク事業の拠点数拡充・機能強化

保育環境整備の
モデル構築 モデルの普及 保育環境整備の実現に向けた更なる支援

子育て女性等の再就職に向けた職業訓練の充実

ニーズ調査・モデル構築
全国展開と更なる
講座開設支援の検討 リカレント教育の普及状況やニーズを踏まえた更なる促進策、

講座の充実方策の検討・実施



【今後の対応の方向性】
就職氷河期世代の正社員化に向けた集中的な支援を行うとともに、高校中退者やひきこもりの若者等に対し、
教育・就労にわたる切れ目ない支援を提供し、就労・自立の実現につなげる。また、多様な採用機会を拡大し、
単線型の日本のキャリアパスを変えていく。

【具体的な施策】
（就職氷河期世代への支援）

• 就職氷河期に就職時期を迎え、現在もフリーター等として離転職を繰り返す方の正社員化に向けて、短
期・集中セミナーの実施、わかものハローワークにおける就職支援、事業主への助成措置の創設など、
個々の対象者に応じた集中的な支援を行う。

• 雇用保険法を改正し、倒産・解雇等により離職した若者に対する基本手当の所定給付日数を引上げる。

（高校中退者等に対する就労・自立支援）
• 図書館等を活用して高校中退者等の高卒資格取得の学習相談・支援を行うモデルを構築する。また、教育
委員会や学校、地域若者サポートステーション等の連携を強化し、就労・自立に向けた切れ目ない支援体
制を構築する。

（多様な選考機会の促進）
• 希望する地域等で働ける勤務制度の導入等を促進するため、若者雇用促進法の指針を改正し、経済界に要
請する。また、学生の地元での就職活動を促進するため、東京圏在住の地方出身者等に対し、地元企業で
のインターンシップを支援する。

（若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の強化）
• 職業安定法を改正し、ハローワークや職業紹介事業者の全ての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を
繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。また、求人情報の提供を行う事業者に対し、実
際の労働条件と異なる求人情報を提供しないこと等を内容とする業務運営の指針を策定するとともに、必
要に応じて指導等を実施できるよう、法整備を行う。

• 高等学校・大学等と労働局が連携し、学生・生徒に対する労働関係法令や相談・通報窓口等の周知徹底を
図る。また、求人情報の提供を行う事業者に対し、労働者を守る労働ルールの周知を行うよう要請する。

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度以降

指標

若年層（25-34歳）の
不本意非正規雇用労働
者の割合：28.4％
（2014年平均）

→2020年 半減

学習相談事業を利用し
た高校中退者等のうち、
・高卒認定試験又は高
等学校を受験した者の
割合：2019年度に80％
・高卒認定試験に合格
した者の割合：2019年
度に30％

地方創生インターン
シップの参加者受入企
業数（2016年 6,441
社）を2020年に２倍

年度
施策

項目７．女性・若者が活躍しやすい環境整備

⑯ 就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備の推進

モデルの普及・全国展開

【働く人の視点に立った課題】
35歳～44歳のフリーター等の数は60万人
前後で高止まり。

2014年:61万人、2015年:57万人、2016年:60万人

就職氷河期(1990年代前半～2000年代前半卒業者)

に正社員就職に至らなかった者は不安定
な就労を続けているケースが多い。
・就職氷河期世代の就職活動期に、若年無業者（※）
の数は、大きく増加
1996年:40万人 → 1999年:48万人 → 2002年:64万人
（2016年：57万人）

(※)15～34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もし
ていない者

・就職氷河期世代で正社員希望者数（2015年）
完全失業者：27万人 非労働力人口：15万人

高校中退者は、就職・キャリアアップに
おいて不利な立場にある。
・就職内定率（2016年）

高校新卒者：約９割 ⇔ 中学新卒者：約３割
・高卒資格が必要と考える高校中退者の割合(2010年):
78.4％

地元就職を希望する新規大卒者等の受け
皿が不十分。 ※東証一部上場企業

・地元就職を希望の大学生等の割合(2017年卒):65％
・地域限定採用を実施している企業の割合:19.4％(※)
・地方独自採用を実施している企業の割合:9.4％(※)

若年層の不本意非正規雇用労働者の正社員就職の推進

高校中退者等に
対する就労・自
立支援

就職氷河期世代へ
の就職支援

【正社員化に向けたパッケージ支援】

セミナー・就職支援・助成金メニューの追加

【地域における子供・若者伴走型支援パッケージの推進】

多様な選考機会
の促進

検討会
とり
まとめ

指針
改正

経済界への要請

地元就活支援コラボ
プロジェクトの実施

学習相談・支援を
行う地域モデル構築

切れ目のない支援体制
地域モデルの構築

地方企業へのインターンシップ
を活用した人材還流促進策の実施

事業検証等を踏まえ、必要な取組を推進

若年雇用促進法の見直しを検討

若者の地方への更なる正社員就職促進
新卒応援ハローワーク等による
地方への就職支援体制の整備

労働関係法令等の
周知・徹底

労働法教育プログラム・ポータルサイ
ト等の活用促進 労働関係法令等の周知・学習について更なる取組みを推進

労働条件相談ほっとラインの拡充・周知

学生向け労働法教育プログ
ラム・ポータルサイト等の
充実・周知



【働く人の視点に立った課題】
一般労働者の転職入職率は低い。
• 一般労働者：8.5％、パートタイム労働者：17.2％（2015年）

転職する労働者には、転職にあたって様々
な障害が存在。
• 男女とも「応募できる求人が少ない」、「新しい職場への不

安」が共通して多く、それ以外では、男性では「賃金の低下」
が、女性では「スキルの不足」が多い。（2016年）

一度でも中高年を採用した企業の採用意欲
は高いが、経験がない企業では低い。
• 企業の中高年の採用意欲＜採用実績別＞

• 実績あり：66.1％、実績なし：34.9％（2013年）

転職市場においては、年齢が上がるにつれ
て、転職が難しくなることや転職後賃金が
減少することが多いといった課題が存在。
• 年齢別転職率（転職入職者数／１月１日現在常用労働者数）は、
年齢階級が上がるにつれて低下している。

（25～34歳：7.1％、35～44歳：4.3％、45～54歳：3.2％、

55～64歳：3.6％、65歳～：1.9％）（2015年）

• 転職による賃金の増減を見ると、年齢階級が上がるにつれて、
転職後賃金が減少した割合が高くなる。

（40～49歳：28％、50～59歳：33％、60歳～：61％）（2015年）

全国で雇用情勢は着実に改善が進んでいるが、分
野によって偏りがあり、ミスマッチが生じている。
• 有効求人倍率 全ての都道府県で１倍超え（2017年1月時点）
• 職業別有効求人倍率 保安：7.13倍、建設・採掘：3.66倍、
介護：3.50倍、サービス：3.21倍 （2017年1月時点）

【今後の対応の方向性】
転職・再就職者の採用機会拡大に向けては、転職が不利にならない柔軟な労働市場や企業慣行を確立することが重要であり、
年齢にかかわりない多様な選考・採用機会の拡大のための指針の策定を図るとともに、成熟企業から成長企業への転職支援
を集中的に実施する。また、地方企業の経営改革と人材還流に対する支援を行い、ハローワークに専門窓口を設置するなど
雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援を推進し、職業能力や職場情報の見える化を実施する。

【具体的な施策】
（転職・再就職者の採用機会拡大のための指針の策定）

• 年齢にかかわりない多様な選考・採用機会の拡大に向けて、転職者の受入れ促進のための指針を策定し、経済界に要請する。
また、転職・再就職向けのインターンシップについて、ガイドブックの作成を行うなど、企業と大学の実践的な連携プログラ
ムを支援するとともに、受入れ企業への支援を行う。

（成長企業への転職支援）
• 転職者採用の評価や処遇の制度を整備し、中高年齢者の採用開始や転職・再就職者採用の拡大を行い、生産性向上を実現させ
た企業を支援する。また、成熟企業から成長企業へ移動した労働者の賃金をアップさせた場合の支援を拡充する。

• 雇用保険の受給者が離職後早期に再就職し、賃金が低下した場合、雇用保険の再就職手当により、低下した賃金の最大６か月
分を支給する。

（地方の中堅・中小企業等への人材支援、雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援）
• 分野別に人材不足の状況を職種別などで把握するとともに、中期的な傾向についても把握する。
• 各道府県のプロフェッショナル人材戦略拠点において、日本人材機構等と連携して、地方の中堅・中小企業の経営改革と都市
圏の人材の採用・兼業者としての受入れを支援する。

• 人材確保のニーズが高い地域のハローワークに人材確保支援の総合専門窓口を創設し、業界団体と連携してマッチング支援を
強化する。また、産業雇用安定センターの出向・移籍あっせん事業において、経済団体等との連携体制強化や、事業の周知徹
底を図る。

（職業能力・職場情報の見える化）
• AI等の成長分野も含め、仕事の内容、求められる知識・能力・技術、平均年収といった様々な職業情報のあり方について関係
省庁や民間が連携して調査・検討する研究会を立ち上げ、資格情報等も含めて総合的に提供するサイト（日本版Ｏ－ＮＥＴ）
を創設する。あわせて、女性や若者が働きやすい企業の職場情報をワンストップで閲覧できるサイトを創設する。

• 今後需要の増加が見込まれる人材の需給予測と能力・スキルの明確化を行うとともに、データ分析など今後主流となる新たな
人材類型や技術に対応するため、ITスキル標準を2017年度中に全面的に改訂する。

• 技能検定を雇用吸収力の高い産業分野における職種に拡大するとともに、若者の受検料を減免する。
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若者の技能検定の受検
者数を2016年から10％
増加させる。（2020
年）

2018年までに転職入職
率（パートを除く一般
労働者）を９％とする。
（2015年：8.5％）

プロフェッショナル人
材事業戦略拠点等の相
談件数を2020年までに
５万件

年度
施策

項目８．雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の充実

⑰ 転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定・受入れ企業支援と職業能力・職場情報の見える化

ＰＤＣＡサイクルによる検証、見直し助成制度の拡充成長企業への転職支援
≪成長企業への転職の集中支援期間≫

プロフェッショナル人材戦略拠点等による、
地方の中堅・中小企業等の都市圏等のプロ人材採用支援 事業検証等を踏まえ、必要な見直しを図ったうえで、引き続き必要な取組を推進地方の中堅・中小企

業等への人材支援、
雇用吸収力の高い分
野へのマッチング支
援

出向・移籍あっせん事業において、
経済団体等との連携のための体制、
情報収集能力の強化・事業の周知徹底

施行状況に応じて見直し

人材確保支援の総合専門窓口の創設・サービスの提供

転職・再就職者採用
の拡大のための指針
の策定

施行状況に応じて見直し経済界への要請
指針
策定

検討会

転職・再就職向けインターンシップのガイドブック作成、受入れ企業支援 施行状況に応じた更なる促進策の検討

職業能力の「見える化」のための環境整備の促進 施行状況に応じて見直し

職業能力・職場情
報の見える化

研究会立ち上げ 調査・分析
データベース
設計開発

日本版Ｏ－ＮＥＴ
運用開始 運用状況を踏まえ、データの更新、改修

運用状況を踏まえ、データの更新、改修総合的職場情報提供
サイトの構築

実施状況に応じて見直し
人材育成推進会議において、第４次産業革命の進行により、産業界で求められる能
力・スキルの明確化、人材需要の予測を行い、第４次産業革命に対応した人材育成・
教育施策等を推進


